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【はじめに】 

 

当会では、那須信用組合が、東日本大震災により被災した地域の中小規模事業

者や個人の皆様に対する資金供給を担う重要な金融機関であるとの認識のもと、

これまで以上に安定かつ円滑な資金供給を実施し、地域貢献していくために、

2012 年３月に当会の資本増強支援にあたり、財源面の支援として金融機能の強

化のための特別措置に関する法律（金融機能強化法）を活用することにより、那

須信用組合の財務基盤について更なる強化を図りました。 

こうした資本増強により、那須信用組合が金融仲介機能の強化を図り、地域復

興への貢献が図られるよう、信用組合業界の系統中央金融機関として、「経営強

化指導計画」に基づく指導を含め、那須信用組合に対する全面的かつ万全な支援

を行ってまいります。 
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１．経営指導の進捗状況 

（１）中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策への指導 

  ① 中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策へ

の指導 

    那須信用組合では、東日本大震災、とりわけ原発事故による風評被害に

加え原材料価格等の上昇によるコスト負担増加等による影響を受けてい

る地域経済の復興・活性化に向け、信用供与の円滑化や伴走型支援等の取

り組みを継続しております。 

    2025年９月末現在、「事業再生・地域活性化支援チームなすしん」13名、

得意先係 15名（内、女性職員３名）を中心に、伴走型支援を実施してお

ります。「事業再生・地域活性化支援チームなすしん」においては、2025

年４月にお客様サポート担当者１名を配置し、2025年９月末までに 24社

に対して、外部専門機関利用を斡旋し、資金繰り改善支援や販路開拓支援、

経営改善支援等を実施しております。 

    また、「事業再生・地域活性化支援チームなすしん」と得意先係が連携

のうえ、新型コロナウイルス感染症対策資金融資先等へのモニタリング

を毎月実施し、売上の動向や資金繰り状況等について確認しております。

このモニタリングの中で、業況に変化があった先については、条件変更や

資金繰り表作成に係る支援のほか、本部と営業店が連携をとり「事業性評

価シート」を作成し課題の抽出から解決までの総合的な支援を図ってお

ります。 

    資金繰り支援に向けては、「特別貸出 FS（フィールド・セールス）」活

動を継続的に実施（2025 年度は２回実施）しており、地域に寄り添った

伴走型支援に積極的に取り組んでおります。 

    このほか、得意先係においては、集金活動・年金受給口座獲得活動・定

期性預金の期日管理・個人保険の販売等のほか、事業性資金及び個人消費

者ローンへの融資推進に取り組んでおります。 

 

    当会では、理事長をはじめとする経営陣及び各施策の担当役席者を対

象としたヒアリングを実施（2021 年４月から 2025 年９月末までに 70 回

実施）するとともに、経営強化計画の進捗状況管理表等の各種資料に基づ

き、各施策の実施状況を確認し、実施体制の実効性等について検証のうえ、

管理手法及び管理資料についてのアドバイスを行うほか、原材料価格の

高騰等に係る取引先支援の状況等を確認しており、今後も、必要に応じ、

指導・助言を行ってまいります。 
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  ② 実施状況を検証するための体制に関する指導 

    那須信用組合では、理事長を委員長、常勤役員５名を構成員とする進捗

管理委員会を設置し、各種施策や中小零細事業者に対する信用供与の実

施状況の確認、施策の実効性の検証、所管部への改善策策定の指示を月次

で管理し、2021 年４月から 2025 年９月末までに 42 回開催したほか、常

勤理事会に報告することで牽制機能を発揮し、実効性の確保に努めてお

ります。 

    また、非常勤理事を含めた定例理事会を、2021年４月から 2025年９月

末までに 27回開催し、計画の実施状況を報告のうえ、了承されておりま

す。 

 

    当会では、上記のヒアリングや進捗管理委員会の議事録等の資料によ

り、各種検証の実施状況を確認し、計画の実施状況の検証が適時適切に行

われているかについて検証しております。計画の実施状況を検証するた

めの体制については、着実に構築されているものと認識しており、今後も、

必要に応じ、指導・助言を行ってまいります。 

 

  ③ 担保又は保証に過度に依存しない融資の促進などに関する指導 

    那須信用組合では、担保を原則不要とする「ハッスル応援団」や「ハッ

スル応援団Ⅱ（信用保証協会付）」の取扱いにより、被災者に対し円滑な

資金供給を図っております。加えて、経営者保証に関するガイドラインに

沿って、2014年２月から 2025年９月末までに、代表者の個人保証を求め

ない新規融資を 60先実行し、また、２先の保証債務の免除、７先の保証

契約の解除を実施しております。 

    また、2021 年７月より、取引先の抱える定量面・定性面の課題の抽出

から解決までを分析できる「事業性評価シート」を制定しており、事業価

値を踏まえた与信判断により、担保又は保証に過度に依存しない融資の

促進に取り組んでおります。 

 

    当会では、上記ヒアリングや商品別の販売実績管理資料により取組状

況を確認し、中小零細事業者のニーズを踏まえた対応が適切に実施され

ているかを検証しております。 

    担保又は保証に過度に依存しない融資の促進に関する諸施策について

は、着実に取り組まれているものと認識しており、今後も必要に応じ、指

導・助言を行ってまいります。 
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（２）被災者への支援をはじめとする被災地域における東日本大震災からの復

興に資する方策への指導 

  ① 相談機能の強化等に関する方策への指導 

    那須信用組合では、被災された取引先からの相談に適切に対応するた

めに、全営業店に各種相談窓口を開設しているほか、お客様からの様々な

相談に応じられるよう、相談窓口や得意先係のスキルアップに努めてお

ります。 

 

    当会では、相談機能の強化等に関する各種施策については、着実に取り

組まれているものと認識しており、今後も必要に応じ、指導・助言を行っ

てまいります。 

 

  ② 経営改善支援担当者による条件変更・改善サポートの迅速対応に関す

る方策への指導 

    那須信用組合では、既往の返済条件による履行が困難になったお客様

からの相談に対し、弁済条件の緩和等貸付条件の変更を積極的に応じて

おり、震災後の 2011年４月から 2025年９月末までに事業性資金で 5,565

件 59,525百万円、住宅資金で 247件 3,576百万円の条件変更を実施して

おります。 

    今後も、中小規模事業者に対するモニタリングを強化し、迅速な条件変

更や経営改善に向けたサポートに取り組んでいく方針です。 

 

    当会では、経営改善支援担当者による条件変更・改善サポートの迅速対

応に関する各種施策については、着実に取り組まれているものと認識し

ており、今後も必要に応じ、指導・助言を行ってまいります。 

 

  ③ 事業再生・事業承継に向けた支援に関する方策への指導 

    那須信用組合では、「事業再生・地域活性化支援チームなすしん」と得

意先係の連携により、経営改善支援先に対する経営改善計画書の策定支

援のほか、栃木県中小企業活性化協議会等の外部支援機関との連携によ

り、お客様の事業再生支援に取り組んでおります。 

    また、外部支援機関との連携においては、経営改善計画書の策定支援の

みでなく、補助金・助成金申請等お客様のニーズに合わせた連携支援を行

っております。 

    こうした連携支援に加え、2021 年４月には、那須信用組合と宇都宮商

工会議所との「事業承継に係る業務連携・協力に関する覚書」を締結し、
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事業承継・引継ぎに関する事業者からの相談対応から支援業務全般の連

携を行っております。 

    更に、2021 年７月には「株式会社サクシード」と業務提携し、事業承

継問題を抱える中小規模事業者に対する事業承継支援サービスの提供を

開始するなど、事業再生・事業承継の取り組みを強化しており、2025 年

９月末までに２件のアドバイザリー契約を結んでおります。 

    2024 年１月には、株式会社商工組合中央金庫と「事業再生・経営改善

支援に関する業務協力契約」を締結し、再生支援や経営改善の取り組みを

強化いたしました。また、多様化する資金ニーズに対応するため「シンジ

ケートローン業務における連携・協力に関する覚書」を併せて締結してお

ります。 

    今後についても、アフターコロナにおける伴走型支援が最重要課題と

なるため、外部支援機関との連携を深め、事業再生・事業承継の取組みを

強化していく方針です。 

 

    当会では、ヒアリング等を通じて、取引先の事業再生・事業承継に向け

た支援の状況把握を行うとともに、引き続き復興・復旧に向けた資金需要

の掘り起こしに係る取組みを適切にサポートしております。 

 

（３）その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方

策への指導 

   那須信用組合では、地域経済の活性化に資するため、地方創生、SDGs、ビ

ジネスマッチング、事業承継に関する支援、創業又は新事業の開拓に関する

支援等に取り組んでおります。 

 

   地方創生への取り組みについて、那須信用組合では地方公共団体等との

連携・支援として、2021 年５月に那須野農業協同組合と地域活性化に関す

る包括連携協定を締結しております。 

   また、2021年 11月には足利銀行と取引先に対する課題解決に係る連携協

定「とちまるアライアンス」を締結し、中小規模事業者の事業承継等の経営

課題解決に取り組んでいるほか、矢板市が新型コロナウイルス感染症の影

響から中小規模事業者の事業継続と雇用維持、経済回復を目的として発足

した「矢板市金融対策会議」に参加し、地方創生や地域経済の回復に向けた

取組みを強化しております。その他にも、連携協定を締結している那須町の

黒田原地区定住促進住宅整備事業（PFI事業）に、那須信用組合が融資金融

機関として直接協定を締結のうえ参加しており、2021年 12月には、黒田原
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地区定住促進住宅「ウイングヴィーナス」が落成しております。 

   また、2023 年３月には栃木県内企業支援に関し、円滑かつ有効な支援策

を実施し一層の地域経済の活性化を図ることを目的として、公益財団法人

栃木県産業振興センターと「連携協力に関する協定」を締結しております。 

   さらに、2023年 10月には、那須塩原市、那須塩原市商工会、西那須野商

工会、日本政策金融公庫宇都宮支店、那須信用組合において、「移住創業支

援に関する連携協定」を締結したほか、同日、那須町、那須町商工会、日本

政策金融公庫宇都宮支店、那須信用組合において、「移住創業支援に関する

連携協定」を締結いたしました。 

 

   SDGsの取組みについては、予てより「なすしん SDGs宣言」と「なすしん

SDGsマップ」を公表し、栃木県が取り組む「とちぎ SDGs推進企業登録制度」

にも登録しているほか、2021 年７月には、栃木県が主催し、栃木県産業振

興センターが運営する「とちぎ気候変動対策連携フォーラム」に入会し、「産

学官金」の連携により、気候変動が経営に及ぼす影響についての理解促進や、

気候変動をチャンスと捉えた気候変動対策ビジネスの促進等を目的として、

経済と環境の好循環、2050 年カーボンニュートラルの実現を目指して取り

組んでおります。 

   また、2021 年８月には、那須野農業協同組合との連携事業として「子供

食堂応援プロジェクト」を立ち上げ、NPO 法人「子供の育ちを応援する会」

に支援物資を贈呈しているほか、2022年３月には那須塩原市に、2024年３

月及び 2025年３月には那須町に対し、「子供とその家庭の健全育成」を目的

として「しんくみピーターパンカード」の利用代金の一部を寄付金として贈

呈（他団体と合同）しております。 

   2022 年度は、４月に那須塩原市が掲げる「那須野ヶ原グリーンプロジェ

クト」の実行体として設立された「那須野ヶ原みらい電力株式会社」に構成

会社として参加しているほか、８月には、地域資源である再生可能エネルギ

ー利活用により地域の脱炭素化を図り、「持続可能なまち那須塩原市」の実

現に資することを目的として、「再生可能エネルギーの利活用に関する協定」

を締結しております。 

   ビジネスマッチングの取組みについては、2023 年 10 月～11 月に「しん

くみ食のビジネスマッチング展」（オンライン個別商談会、取引先５社が出

展）に参加しているほか、「ものづくり企業展示・商談会」には毎年参加し

ており、2025年度は 11月に参加し取引先３先が出展しております。 

   また、クラウドファンディング「MOTTAINAI みらい」（2021 年 10 月より

「MOTTAINAIもっと」から「MOTTAINAIみらい」に名称変更）を活用した販
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路拡大、広告宣伝、テストマーケティング等を支援することで、ビジネスマ

ッチングに貢献しております。 

   事業承継に対する支援の取組みについては、2021 年４月に宇都宮商工会

議所と「事業承継に係る業務連携・協力に関する覚書」を締結し、事業承継・

引継ぎに関する事業者からの相談対応から支援業務全般の連携を行ってお

ります。 

   また、2021 年７月には「株式会社サクシード」と業務提携し、事業承継

問題を抱える中小規模事業者に対する事業承継支援サービスの提供を開始

しております。 

 

   創業又は新事業の開拓に対する支援の取組みについては、2023年７月に、

那須塩原市商工会が主催した「那須塩原市商工会 創業支援塾」に、４名の

職員が「資金計画・損益計画」作成に対するサポーターとして参加しており

ます。 

   また、ものづくり分野における「大手企業の技術ニーズ」と「優れた技術

を持った取引先企業」とのマッチングサービスを手掛けるリンカーズ株式

会社との業務提携や日本政策金融公庫との協調融資商品、創業サポートロ

ーン「ハッスルトゥギャザー」の取扱いを継続するなど、創業支援に取り組

んでおります。 

 

   当会では、上記のヒアリングや進捗状況管理表等の各種資料を確認し、こ

うした各施策が継続的かつ積極的に実施されているかについて検証してお

り、着実に実施されているものと認識しております。 

   今後も必要かつ十分な対応が継続的になされるよう、指導・助言を行って

まいります。 

 

２．経営指導体制の強化の進捗状況 

  当会では、公的資金を活用した資本支援先の事後管理に係る所管部署を信

組支援部支援第二グループ（グループ長以下６名）とし、本部各部や那須信用

組合の管轄営業店である本店営業第二部と連携して、ヒアリング、モニタリン

グやきめ細かな指導・助言を行っているほか、那須信用組合の営業推進や計画

策定のサポートを行っております。 

  加えて、信用組合に対する ALM、リスク管理を含めた有価証券運用、収益力

強化へのサポートとして、専門職員と連携した「信用組合サポート本部」によ

り、更なる経営指導・支援体制の強化に取り組んでおります。 
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  今後につきましても、各種ヒアリングの実施とともに、那須信用組合から定

期的に提出を受ける報告・資料の分析等を中心に、経営内容の把握、指導・助

言を行い、分析手法の精緻化、他金融機関の成功事例の研究などを進め、引き

続き経営指導の充実・強化に努めてまいります。 

 

３．経営指導のための施策の進捗状況 

（１）経営強化計画の進捗管理 

   当会は、2025 年 12 月に那須信用組合より経営強化計画履行状況報告書

（2025 年９月末基準）の提出を受け、同報告書を精査し、計画の進捗状況

等について把握・分析を行いました。 

   那須信用組合が経営強化計画に掲げた諸施策につきましては、着実に実

行されているものと認識しております。 

 

（２）オフサイト・モニタリング及びヒアリング 

  ① オフサイト・モニタリング 

    当会は、那須信用組合から定期的（月次、半期、年次）に経営状況やリ

スク管理状況に関する各種データの提出を受け、状況把握に努めるとと

もに、当会の各部署や関係機関との連携を図りながら、指導・助言を行っ

ております。 

   ア．月次モニタリング（有価証券リスク分析) 

     月次で保有有価証券の種類別・保有区分別にポートフォリオを把握

し、リスクや運用状況等について検証しております。 

     また、有価証券運用に関するサポートとして、「資金運用会議」を開

催しており、マーケット動向、当会の運用状況・方針について説明、意

見交換を行っているほか、「信用組合サポート本部」による資金運用サ

ポートを継続的に実施しております。 

     今後につきましても、必要に応じ、指導・助言を行ってまいります。 

 

   イ．半期モニタリング（与信リスク管理） 

     大口先や業種別の与信状況を把握し、与信額の推移や保全状況等の

確認を行い、大口与信管理やポートフォリオの状況等について検証し

ております。 

     今後につきましても、必要に応じ、指導・助言を行ってまいります。 

 

   ウ．経営分析資料の提供 

     年度末決算状況の分析（自己資本、資産内容、収益性、流動性、リス
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ク管理等）にあたり、他の信用組合との比較や課題を取りまとめた資料

を提供し、課題認識の共有を図るとともに、必要に応じ、指導・助言を

行ってまいります。2025 年３月期決算に係る資料については、本年９

月に提供しております。 

 

  ② ヒアリング 

    経営強化計画の進捗状況につきましては、支援第二グループ・営業店に

よる定期的なヒアリングの実施により把握し、確認された課題・問題点に

応じて信組支援部のコーディネートのもと、専門部署と連携のうえ、適切

な指導・助言を行うことにより各種取組みをサポートしております。 

    ヒアリングは、2021 年４月から 2025 年９月末までに 70 回実施し、経

営強化計画の各施策の実施状況や被災債権の状況等を確認するとともに、

必要に応じ、指導・助言を行っております。 

    また、施策の実施状況等に関し確認された課題・問題点の改善状況につ

いては、以後のヒアリング等においてフォローアップを行っております。 

 

（３）監査機構による検証・助言 

   当会は、那須信用組合に対し、経営状況を踏まえ、原則として毎年、監査

機構による監査を実施することとしており、直近では 2025年８月に実施し

ております。 

   当監査では、被災債権の状況把握を含む資産状況の確認や市場リスク等

の検証を通じて、経営改善に向けた助言を行っております。 

 

（４）経営強化計画の実施に必要な措置 

   当会は、那須信用組合の経営状況や課題・問題点を把握したうえで、経営

強化計画の実施に必要と判断される措置を実施することとしております。 

  ① 事業再生支援へのサポート 

    上記ヒアリング等を通じ、復興・復旧に向けた資金需要の掘り起こしに

係る取組状況の把握を行うとともに、那須信用組合からの相談に応じ、取

引先の販路開拓等に資するよう、他の信用組合の取組事例等の提供のほ

か、他の信用組合との取引先に係る情報交流の仲介等を検討するなど、事

業再生に向けた取組みを適切にサポートしております。 

    また、地域の中小規模事業者の資本性資金のニーズや販路開拓等の支

援策として、クラウドファンディングを運営する外部企業と提携してお

ります。那須信用組合では、2021年 10月にリニューアル（提携事業者を

変更）した「MOTTAINAIみらい（旧 MOTTAINAIもっと）」に参加しており、
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リニューアル後の 10 月から 2025 年９月末までに４件のプロジェクトを

実行しており、引き続き必要に応じてサポートしてまいります。 

    なお、「しんくみ食のビジネスマッチング展」につきましては、2025年

10月～11月にかけてオンライン形式の商談会を開催し、取引先の販路拡

大支援に取り組んでおります。 

  ② 資金運用サポートの実施 

    当会は、那須信用組合の資金運用をサポートするため、運用方針・計画

策定のほか、個別銘柄の購入・売却等にあたり随時相談に応じております。 

    また、必要に応じて ALM に係るデータ整備や運営に関する指導・助言

のほか、資金運用に係るトレーニーの受入等を実施し、リスク管理態勢及

び人材育成の強化をサポートしております。 

  ③ 経営戦略サポートの実施 

    当会では、那須信用組合の経営改善および持続的な成長に向け、経営環

境や経営課題を踏まえ、時宜を捉えた各種会議の開催等を通じ経営戦略

の立案に関するサポートを継続的に行っております。 

 

【当会による主なサポート一覧（2025年度）】 

取組施策 実施時期 

 

【資金運用サポート】 

 ○ 有価証券運用方針等に係るアドバイス 

 

【経営戦略サポート】 

 ○ 令和７年度第１回業務推進会議 

 

 ○ 一般当座貸越およびくみれんネットメールを活

用したＤＸ推進に係る信用組合向け説明会 

 

 〇 経営サポート会議 

 

 

 

2025年４月 

 

 

2025年６月 

 

2025年６月 

 

 

2025年８月 

 

 

以 上 


